
一ＦＦ告示第 ７６号

道の駅いちのへ（仮称）の整備にあたり 、施鼈運営の専Ｐり的知えを鼈計・ 準備段階か

ら反帙させる とと もに、将来白タＪな管を慝営を日滑に開始するため、 社下のとおり ま営準

覧業務を受託 し、 かつ将来の指定管ミ候補者となる事業者をプロポーザル方式により募

集する。

令和 ８年 ５１ １９日

一戸社長　小作寺

プロ ポーザルに付する事項

１　 業務の名旃

道の駅いちのへ（仮旃）ミ営準備支援業務八びミ営候補者選定プロ ポーザル

２　 ぬ募の趣回

本Ｆでは、道の駅いちのへ （仮称） の設置に［自］けた準備を菟めている。 本価募

は、 施鼈完成後の指定管ミ省制度の導入を見据え、開業準備段階からミ営主体とな

る事業者をき定し、地域振興に資する運営体制を構築する こと を目 的とする。

３　 業務の内容
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運営計画の策定八び実施準備

施設数計 ・鼈備き定への技術的前回

地ニ元を産着 ・事業者 との連携強化

を皿始後の施設管ミ仮、びミ営業務の遂行

４　 応募資格

本Ｆの地域樫ト生を深くミ解し、道の駅施鼈等のミ営実績を有する隹人又は団体等

であるこ と。 （詳細は募集ぢ項によ る。）

５　 指定管ミ覬度の導入について

本プロポーザルによＶ慝定された事業者は、 今後一ＦＦにおいて制定を予定して

いる 「道の駅いちのへ （仮称） 条例」に‾羝づく 、肖該施敷の指定管Ｊミ者候補者とし

て取 り扱 うも のと する。

なお、聡定管ミ者の指定については、条叺制定後、地方自 ？台隹第 ２４４条の２ 第６

項の規定に基づき議会の議決を経てｊＥ式に決定されるものである。

６　 募集要項のな吭‾反び提ｍｊ法

（１）ズイ才期間 ：令加８ 年５　ｊ１　１９　日か ら令和８ 年８ １１０日

（２）交イオ４所 ：ゾド［ａＴ役場道の駅事業推まま、一戸別ホームページ



（３）七大阪：殆和８年８ １１０日 午後 ５ゆ必着

７　 審ま八びき定方法

一ドぢ道のＷＸ営候補者選定にイ鼻るプロポーザル審ま委員会を設置し、を芭され

たを画を案書‾反びプレゼンテーションをｔＴ氷水準に‾嵬づき審まし、優先な渉権者を

き定する。

８　 その他

本業務の遂行にあたっては、緊途締結する「業務委託契約」にぷづくものとす

る。 なお、指定管ミ者の指定に至るまでの期回において、 本業務の遂行に支障が生

じた場合又は条例制定がな されない場合、き定の効果が失われるこ とがある。

９　 連絡先

一ＦＦま業嵬設部 道の駅事業推七陂

干０２８－５３１ １岩手県二石筍一ＦＵ高善寺宇大Ｊ ＩＩ 鉢２４番地９
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